
船舶事故等調査報告書 

平成２２年５月２７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１０仙第６号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２２年１月２８日 ０１時１５分ごろ 

発生場所 福島県相馬市鵜ノ尾埼灯台から真方位１３２°５.８海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３７°４５.６′ 東経１４１°０４.５′） 

事故等調査の経過  平成２２年１月２８日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙台事務

所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報  

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 砂利運搬船 第十八大福
だいふく

丸、４３４トン 

   １２９３３３、個人所有 

Ｂ 漁船 神光
しんこう

丸、５.５トン 

   ＦＳ２－３０７１（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長、五級海技士（航海） 

Ｂ 船長、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  甲板員 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 負傷 ２人（船長Ｂ及び甲板員Ｂ） 

 損傷 Ａ 左舷船首部に擦過痕 

Ｂ 左舷船首部が大破 

 事故等の経過  Ａ船は、船長Ａほか２人が乗り組み、船長Ａが、単独で船橋当直につ

き、相馬市相馬港南東方沖を約３５２°の針路及び約１１.３ノット（kn）

の速力で自動操舵により航行中、左舷船首１０～１５°、距離約１０Ｍの

ところに数十隻の漁船群の明かりを視認した。 

 船長Ａは、多くの漁船がＡ船の船首方を右方に横切り、４～５隻の漁船

がＡ船の船尾方を通過する態勢であったが、Ｂ船の方位に変化がないまま

約１Ｍに接近したので、探照灯でＢ船を照射して航行を続行した。 

 船長Ａは、Ｂ船と間近に接近したので、手動操舵に切り換えて右舵一杯

とし、機関を後進にかけたが、平成２２年１月２８日０１時１５分ごろＡ

船の左舷船首部とＢ船の左舷船首部とが衝突し、海上保安部に通報した。 

 Ｂ船は、船長Ｂ及び甲板員Ｂが乗り組み、松川浦漁港の東方沖から、０

１時００分ごろ漁場に向けて約７０隻の僚船と一斉に航行を開始した。 

 船長Ｂは、単独で船橋当直につき、５～６隻の僚船とともに、約１３

５°の針路及び約１６.０knの速力で自動操舵により航行中、いつも漁業無

線で他船の有無などを教えてくれていた僚船から何も連絡がなかったの

で、付近には僚船だけが航行しているものと思い、０１時１０分ごろから

操舵室の照明を点灯して天気図を見ていた。 

 船長Ｂは、天気図を見終わって照明を消灯したのち衝撃を受け、Ａ船と

衝突したことを知り、僚船に連絡した。 

 衝突の衝撃で、船長Ｂは、舵輪で右顔面及び右上半身を打撲して額から

出血し、操舵室内で仮眠していた甲板員Ｂは、操舵室内の構造物で頭頂

 



 

部、右上半身及び腰部を打撲した。 

 Ａ船は自力で相馬港に入港した。 

 船長Ｂは来援した僚船に移乗し、Ｂ船は僚船の乗組員が操船してともに

松川浦漁港に入港した。 

 船長Ｂは、入港後、救急車で病院に搬送され、顔面挫創、右肋軟骨損傷

及び胸骨挫傷と診断された。甲板員Ｂは、頭部打撲、右肋軟骨損傷及び骨

盤挫傷を負い、その後通院した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南西、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約１ｍ 

 その他の事項  船長Ｂは、レーダーを１.５Ｍレンジで作動させていた。 

 船長Ｂは、Ａ船が探照灯を照射したことに気が付かなかった。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

 Ａ船は、相馬港南東方沖を北進中、船長Ａが、

左舷船首方から右方に横切る態勢のＢ船を視認

し、衝突のおそれのある態勢で接近しているＢ船

に対して探照灯を照射したのみで航行を続けたも

のと考えられる。 

 Ａ船が、汽笛による警告信号を行っていれば、

本事故の発生を回避できた可能性があると考えら

れる。 

 Ｂ船は、南東進中、船長Ｂが、付近には僚船の

みが航行しているものと思い込み、見張りを行わ

なかったので、前路を左方に横切る態勢のＡ船が

存在すること、及びＡ船が探照灯を照射したこと

にも気付かなかったものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、相馬港南東方沖において、Ａ船が北進中、Ｂ船が南東

進中、Ａ船が衝突のおそれがある態勢で接近するＢ船に対して探照灯を照

射したのみで航行を続け、また、Ｂ船が見張りを行わなかったため、Ａ船

の存在に気付かず、両船が衝突したことにより発生したものと考えられ

る。 

 




